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○審議会第３回会議 

１  開会 

 

２  議事 

 （１）報告事項 

① 令和３、４年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 

 

 （２）協議事項 

① 建設工事に係る労働報酬下限額について 

② 見習い・手元等に係る労働報酬下限額について 

・労働報酬下限額の計算方法について 

 ・特例的な労働報酬下限額の対象について 

 

３  その他 

 

４  閉会 
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令和４年度越谷市労働報酬等審議会第３回会議資料 
 

 

 

 

 

 

【報告事項】 

① 令和３、４年度労働報酬下限額適用案件の 

履行状況等について 
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① 令和３、４年度労働報酬下限額適用案件の履行状況等について 

 

令和３年度 

【労働報酬下限額適用案件数】 

工事請負   １３件 

業務委託   ３５件   

 指定管理協定 １９件  計６７件 

 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 橋梁耐震整備工事（千代田橋） 池中建設株式会社 

2 越谷市立大相模中学校校舎外壁改修工事 株式会社山下工務店 

3 越谷市立第１体育館等解体工事 高元建設株式会社 

4 南越谷地区センター空調機更新工事 株式会社協和設備 

5 越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事 メタウォーター株式会社 

さいたま営業所 

6 越谷市斎場防水改修工事 株式会社大林組 埼玉営業

所 

7 新川都市下水路築造工事３－１ 山崎建設株式会社 

8 橋梁補修工事（向畑橋） 扶桑工業株式会社 

9 千疋幹線排水路整備工事３－１ 池中建設株式会社 

10 公共下水道築造工事（新方川第１７号雨水幹線の

支線）３－１ 

株式会社鈴木組 

11 東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事 株式会社大久保電気 

12 東越谷雨水ポンプ場増強工事（機械設備） 昱株式会社 北関東支店 

13 東越谷雨水ポンプ場増強工事（電気設備） 太洋電設工業株式会社 

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５３か所） 有限会社片桐造園 

2 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 株式会社深野造園 

3 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３２か所） 株式会社中新造園 

4 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４３か所） 有限会社宝亀園 

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外３０か所） 有限会社片桐造園 

6 除草業務委託（その１） 株式会社深野造園 

7 除草業務委託（その２） 株式会社東武園芸 

8 公園等管理委託（緑の森公園外３７か所） 株式会社サンエー緑化 

9 公園等管理委託（越谷総合公園外２７か所） 株式会社中新造園 

10 公園等管理委託（鷺高第五公園外２０か所） 株式会社深野造園 

11 公園等管理委託（元荒川緑道外３か所） 株式会社東武園芸 

12 公園管理委託（大吉公園外１１か所） 株式会社東武緑化サービス 
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13 公園等管理委託（千間台第四公園外１８か所） 有限会社クリーンガーデン

緑屋 

14 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 株式会社中新造園 

15 公園管理委託（平方公園外１３か所） 株式会社東武園芸 

16 公園等管理委託（出羽公園外１７か所） 株式会社中新造園 

17 公園等管理委託（蒲生公園外１４か所） 株式会社東武緑化サービス 

18 草刈清掃委託（西大袋その１） 有限会社片桐造園 

19 草刈清掃委託（西大袋その２） 株式会社深野造園 

20 街路樹剪定委託（市道１１３０号線外５路線） 株式会社中新造園 

21 街路樹剪定委託（市道１１２０号線外３路線） 株式会社サンエー緑化 

22 市庁舎清掃業務委託（長期継続契約） 日建総業株式会社  越谷営

業所 

23 放置自転車等保管・返還業務委託（長期継続契約） 有限会社ライフ・サポート 

越谷支店 

24 リサイクルプラザ清掃業務委託（長期継続契約） 株式会社ホリ・エンタープ

ライズ 

25 リサイクルプラザ資源化施設運転管理等業務委託

（長期継続契約） 

新明和ウエステック株式会

社 施設運営部埼玉営業所 

26 産業雇用支援センター清掃業務委託（長期継続契

約） 

株式会社ホリ・エンタープ

ライズ 

27 若年者等就職支援事業委託（長期継続契約） 株式会社シグマスタッフ 

28 蒲生地区センター・地域包括支援センター蒲生清掃

業務委託（長期継続契約） 

株式会社むさしビルクリー

ナー 

29 増林地区センター・教育センター・地域包括支援セ

ンター増林清掃業務委託（長期継続契約） 

有限会社大洋警備保障 

30 北部市民会館清掃業務委託（長期継続契約） 株式会社庶務サービス 

31 越谷市男女共同参画相談業務委託（長期継続契約） 特定非営利活動法人女性の

スペース結 

32 越谷市立病院電話交換業務委託（長期継続契約） 日建総業株式会社 

33 越谷市立病院警備業務委託（長期継続契約） 旭ビル管理株式会社 越谷

営業所 

34 越谷市立病院清掃業務委託（長期継続契約） 旭ビル管理株式会社 越谷

営業所 

35 越谷市立病院院内保育室運営業務委託（単価・長期

継続契約） 

ライクアカデミー株式会社 
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○指定管理協定 案件一覧 

№ 契約名 上限額 業者名 

1 中央市民会館 越谷市施設管理公社 

2 北部市民会館 北部市民会館運営協議会 

3 赤山交流館 赤山交流館運営協議会 

4 大沢北交流館 大沢北交流館運営協議会 

5 蒲生交流館 蒲生交流館運営協議会 

6 南部交流館 南部交流館運営協議会 

7 大袋北交流館 大袋北交流館運営協議会 

8 桜井交流館 桜井交流館運営協議会 

9 南越谷交流館 南越谷交流館運営協議会 

10 障害者福祉センター こばと館 越谷市社会福祉協議会 

11 障害者就労訓練施設しらこばと 越谷市社会福祉協議会 

12 花田苑 越谷市施設管理公社 

13 キャンベルタウン野鳥の森 越谷市施設管理公社 

14 越谷コミユニテイセンター 越谷市施設管理公社 

15 日本文化伝承の館こしがや能楽堂 越谷市施設管理公社 

16 総合体育館 越谷市施設管理公社 

17 市民球場・総合公園 越谷市施設管理公社 

18 しらこばと運動公園 越谷市施設管理公社 

19 緑の森公園越谷市弓道場 越谷市施設管理公社 

 

 

【履行状況報告書提出件数】 

工事請負   １０件 

業務委託   ３５件    

指定管理協定 １９件  計６４件 
 

 

【従事労働者数】 

○履行状況報告書が提出された全案件の従事労働者数をまとめた一覧 

 
正社員 

ﾊﾟｰﾄ･ 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ 

その他 

(下請等) 
合計 

工事請負 ８９人 １人 ３０３人 ３９３人 

業務委託 ２４１人 １１９人 ６９人 ４２９人 

指定管理 ７３人 ２３２人 １１８人 ４２３人 

合計 ４０３人 ３５２人 ４９０人 １，２４５人 

 

 

 

  



- 4 - 

【最低支払賃金額の報告状況】R3 

 工事請負 
○履行状況報告書が提出された全案件のうち職種ごとの最低支払賃金額をまとめた一覧 

職種 労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

特殊作業員 2,622 2,650 3,600 

普通作業員 2,340 2,380 2,875 

軽作業員 1,688 1,700 1,750 

造園工 2,329 2,400 2,400 

法面工 2,903 － － 
とび工 3,072 3,080 3,800 

石工 3,027 － － 
ブロック工 2,847 － － 
電工 2,633 2,700 3,125 

鉄筋工 3,038 － － 
鉄骨工 2,824 － － 
塗装工 3,105 3,125 3,224 

溶接工 3,297 － － 
運転手（特殊） 2,813 2,830 3,563 

運転手（一般） 2,442 2,600 2,600 

潜かん工 3,420 － － 
潜かん世話役 4,028 － － 
さく岩工 3,477 － － 
トンネル特殊工 3,409 － － 
トンネル作業員 2,790 － － 
トンネル世話役 3,814 － － 
橋りょう特殊工 3,510 3,625 3,625 

橋りょう塗装工 3,510 － － 
橋りょう世話役 3,949 － － 
土木一般世話役 2,734 2,740 3,800 

高級船員 3,432 － － 
普通船員 2,712 － － 
潜水士 4,512 － － 
潜水連絡員 3,285 － － 
潜水送気員 3,229 － － 
山林砂防工 3,027 － － 
軌道工 5,400 － － 
型わく工 2,948 3,240 3,240 

大工 2,880 － － 
左官 3,015 － － 
配管工 2,532 2,840 2,840 

はつり工 2,824 2,980 2,980 

防水工 3,252 3,260 3,260 

板金工 3,207 － － 
タイル工 2,624 2,800 2,800 

サッシ工 2,869 － － 
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屋根ふき工 2,719 － － 
内装工 3,184 3,246 3,280 

ガラス工 2,892 2,900 2,900 

建具工 2,784 － － 
ダクト工 2,577 － － 
保温工 2,554 － － 
建築ブロック工 2,715 － － 
設備機械工 2,588 － － 
交通誘導警備員 1,643 2,500 2,500 

交通誘導警備員 1,508 1,595 2,000 

見習い 1,350 1,370 1,370 

年金受給 1,350 1,418 1,418 

 

 

業務委託 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

９８７円 ９８７円 １，９０４円 

 

 

指定管理 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

９８７円 ９８７円 １，０２０円 
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令和４年度 

【労働報酬下限額適用案件数】 

工事請負   １６件 

業務委託   ３２件   

 指定管理協定  ０件  計４８件  ※２月２４日現在 

 

○工事請負 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（機械設備） 129,800,000 株式会社ナカノヤ            

2 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（電気設備） 93,500,000 太洋電設工業株式会社          

3 旧越谷市立蒲生小学校校舎等解体工事 478,500,000 髙元建設株式会社            

4 七左ェ門川改修工事（除塵機） 54,340,000 大同機工株式会社            

5 （仮称）緑の森公園保育所建設工事（建築） 971,300,000 和光・水谷経常建設共

同企業体  

6 児童館ヒマワリ冷暖房設備改修工事 80,300,000 株式会社ナカノヤ            

7 北越谷学童保育室建設工事 83,600,000 有限会社大熊建設            

8 千疋幹線排水路整備工事４－１ 126,500,000 池中建設株式会社            

9 大相模分団第２部器具置場及び耐震性貯水槽新設工事 96,030,000 株式会社豊田工務店           

10 新川都市下水路築造工事（３－２） 140,580,000 山﨑建設株式会社            

11 公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園） 143,000,000 株式会社鈴木組             

12 橋梁耐震整備工事（廣橋） 103,400,000 山﨑建設株式会社            

13 越谷市立城ノ上小学校ＬＥＤ照明整備工事 49,874,000 太洋電設工業株式会社          

14 平新川調整池整備工事（４－１） 66,000,000 池中建設株式会社            

15 （仮称）桜井分署建設用地造成工事 75,130,000 三ツ和総合建設業協同

組合 埼玉東部営業所 

16 橋梁補修工事（〆切橋） 57,530,000 株式会社鈴木組             

 

○業務委託 案件一覧 

№ 契約名 契約金額(円) 業者名 

1 街路樹等管理委託（市道２３４０号線外５３か所） 29,700,000 有限会社片桐造園            

2 街路樹等管理委託（市道１１３０号線外３１か所） 21,670,000 株式会社中新造園            

3 街路樹等管理委託（市道２３００号線外４４か所） 16,500,000 有限会社宝亀園             

4 街路樹等管理委託（市道２１１０号線外３２か所） 14,410,000 株式会社深野造園            

5 街路樹等管理委託（市道１０５０号線外２７か所） 9,526,000 株式会社東武園芸            

6 公園等管理委託（緑の森公園外３６か所） 44,990,000 株式会社サンエー緑化          

7 公園等管理委託（越谷総合公園外２８か所） 40,865,000 株式会社中新造園            

8 公園等管理委託（鷺高第五公園外２１か所） 32,626,000 株式会社深野造園            

9 公園等管理委託（元荒川緑道外３か所） 27,181,000 株式会社東武園芸            

10 公園管理委託（大吉公園外１２か所） 25,477,100 株式会社東武緑化サ

ービス         

11 公園等管理委託（千間台第四公園外１８か所） 24,200,000 有限会社クリーンガー

デン緑屋       

12 公園管理委託（平方公園外１３か所） 23,870,000 株式会社東武園芸            
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13 公園管理委託（（仮称）大相模調節池親水公園） 23,826,000 株式会社深野造園            

14 公園等管理委託（出羽公園外１８か所） 22,440,000 株式会社中新造園            

15 公園等管理委託（蒲生公園外１４か所） 17,105,000 株式会社大樹              

16 除草業務委託（その１） 11,000,000 株式会社深野造園            

17 除草業務委託（その２） 12,100,000 株式会社東武園芸            

18 草刈清掃委託（西大袋その１） 12,100,000 有限会社片桐造園            

19 草刈清掃委託（西大袋その２） 10,450,000 株式会社深野造園            

20 街路樹剪定委託（市道８００８７号線外８路線） 19,140,000 有限会社片桐造園            

21 街路樹剪定委託（市道１０２０号線外５路線） 12,100,000 株式会社東武園芸            

22 街路樹剪定委託（市道２１１０号線外２路線） 10,890,000 株式会社深野造園            

23 街路樹剪定委託（市道２１９０号線外４路線） 9,900,000 株式会社中新造園            

24 桜井地区センター・地域包括支援センター桜井清掃

業務委託（長期継続契約） 

10,509,048 株式会社むさしビルク

リーナー       

25 越谷市被保護者就労支援事業業務委託（長期継続契

約） 

34,231,384 特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ 

26 越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託（長期継続

契約） 

92,502,740 特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ 

27 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（北部地区）

（長期継続契約） 

13,427,400 特定非営利活動法人合          

28 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（東部地区）

（長期継続契約） 

13,500,000 社会福祉法人平徳会           

29 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（南部地区）

（長期継続契約） 

13,500,000 特定非営利活動法人結          

30 越谷市障害者等相談支援事業業務委託（西部地区）

（長期継続契約） 

13,500,000 医療法人秀峰会             

31 越谷市立病院医事業務等業務委託（長期継続契約・

単価契約） 

718,565,548 株式会社セラム 

32 物品供給管理システム業務委託(市立病院) 288,750,000 アフレッサメディカ

ルサービス（株） 

 

【履行状況報告書提出件数】 

工事請負    ８件 

業務委託   ２５件    

指定管理協定  ０件  計３３件  ※２月２４日現在 
 

【従事労働者数】 

○履行状況報告書が提出された全案件の従事労働者数をまとめた一覧 

 
正社員 

ﾊﾟｰﾄ･ 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ 

その他 

(下請等) 
合計 

工事請負 ７人 ０人 ５３５人 ５４２人 

業務委託 １５８人 ３６人 ５８人 ２５２人 

指定管理 ― ― ― ― 

合計 １６５人 ３６人 ５９３人 ７９４人 
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【最低支払賃金額の報告状況】R4 

 工事請負 
○履行状況報告書が提出された全案件のうち職種ごとの最低支払賃金額をまとめた一覧 

職種 労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

特殊作業員 2,723 2,800 3,600 

普通作業員 2,408 2,490 2,800 

軽作業員 1,688 － － 
造園工 2,363 2,380 2,700 

法面工 3,004 － － 
とび工 3,072 3,500 3,500 

石工 3,027 － － 
ブロック工 2,847 － － 
電工 2,734 2,750 3,100 

鉄筋工 3,105 3,120 3,120 

鉄骨工 2,824 － － 
塗装工 3,229 3,250 3,250 

溶接工 3,297 － － 
運転手（特殊） 2,903 3,500 3,800 

運転手（一般） 2,532 2,550 2,800 

潜かん工 3,499 － － 
潜かん世話役 4,152 － － 
さく岩工 3,522 － － 
トンネル特殊工 3,488 － － 
トンネル作業員 2,847 － － 
トンネル世話役 3,837 － － 
橋りょう特殊工 3,510 － － 
橋りょう塗装工 3,510 － － 
橋りょう世話役 3,972 － － 
土木一般世話役 2,835 3,500 3,800 

高級船員 3,432 － － 
普通船員 2,723 － － 
潜水士 4,624 － － 
潜水連絡員 3,409 － － 
潜水送気員 3,342 － － 
山林砂防工 3,027 － － 
軌道工 5,603 － － 
型わく工 2,982 3,000 3,000 

大工 2,880 2,900 2,900 

左官 3,072 － － 
配管工 2,599 3,000 3,000 

はつり工 2,880 － － 
防水工 3,297 － － 
板金工 3,263 － － 
タイル工 2,672 － － 



- 9 - 

サッシ工 2,982 － － 
屋根ふき工 2,772 2,780 2,780 

内装工 3,184 3,190 3,190 

ガラス工 2,970 － － 
建具工 2,798 － － 
ダクト工 2,678 － － 
保温工 2,599 － － 
建築ブロック工 2,764 － － 
設備機械工 2,622 3,300 3,300 

交通誘導警備員 1,733 2,500 2,500 

交通誘導警備員 1,542 1,800 2,000 

見習い 1,350 － － 
年金受給 1,350 － － 

 

業務委託 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

１，００９円 １，００９円 １，９０４円 

 

指定管理協定 
○履行状況報告書が提出された全案件の最低支払賃金額をまとめた一覧 

労働報酬下限額 
最低支払賃金額 

（最低額） 

最低支払賃金額 

（最高額） 

― ― ― 

 

 

【報 告】 

令和３年度の労働報酬下限額適用案件の履行状況等については、まず、建設工

事において対象となっていた職種は、見習い、年金受給者も含め全職種において

労働報酬下限額以上の支払いがされていると報告をいただいています。 

業務委託においても、全ての案件で下限額を上回る額で支払いされているとの

報告を受けています。 

履行状況報告書において、報告事項で求めている関係法令の遵守状況等の報告

については、報告のあった全ての案件において、全項目が適正に遵守されている

ことを確認済みです。 

 

令和４年度の労働報酬下限額適用案件の履行状況等の報告については、建設工

事では、債務負担行為の複数年契約の案件もあり、準備工が終わり、今年に入っ

てから施工に入っている工事も多く、まだ報告を頂いていない案件も多い状況に

あります。 

業務委託を含め、これまで報告をいただいている案件については、全ての案件

で下限額を上回る額で支払いされているとの報告を受けており、関係法令の遵守

状況等の報告についても、全項目が適正に遵守されていることを確認済みです。 

 



- 1 - 

 

 

 

 

資料２ 
 

 

令和４年度越谷市労働報酬等審議会第３回会議資料 
 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

①建設工事に係る労働報酬下限額について 

②見習い・手元等に係る労働報酬下限額について 

 （１）労働報酬下限額の計算方法について 

 （２）特例的な労働報酬下限額の対象について 
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建設工事に係る労働報酬下限額について 

１ 令和４年度労働報酬下限額の設定状況 

（１）令和４年度公共工事設計労務単価の９０％を基準 

〔単位:円(１時間当たり)〕 

 
（２）設計労務単価が設定されていない職種 

①屋根ふき工 

最後に設定された平成２２年度設計労務単価に、現在までの設計労務単価の伸び率（埼

玉県平均）を乗じた値を設計労務単価とみなし、その９０％を下限額とした。 

②タイル工、建具工、建築ブロック工 

令和３年度の埼玉県による単価に、令和４年度の設計労務単価の伸び率（埼玉県平

均）を乗じた額を設計労務単価とみなし、その９０％を下限額とした。 

③見習い、手元等、年金等の受給のために労働の対価を調整している労働者 

軽作業員の労働報酬下限額の８０％に相当する金額  

 

設計労務 労働報酬 設計労務 労働報酬

単価 下 限 額 単価 下 限 額

1 特殊作業員 3,025 2,723 27 普通船員 3,025 2,723

2 普通作業員 2,675 2,408 28 潜水士 5,138 4,624

3 軽作業員 1,875 1,688 29 潜水連絡員 3,788 3,409

4 造園工 2,625 2,363 30 潜水送気員 3,713 3,342

5 法面工 3,338 3,004 31 山林砂防工 3,363 3,027

6 とび工 3,413 3,072 32 軌道工 6,225 5,603

7 石工 3,363 3,027 33 型わく工 3,313 2,982

8 ブロック工 3,163 2,847 34 大工 3,200 2,880

9 電工 3,038 2,734 35 左官 3,413 3,072

10 鉄筋工 3,450 3,105 36 配管工 2,888 2,599

11 鉄骨工 3,138 2,824 37 はつり工 3,200 2,880

12 塗装工 3,588 3,229 38 防水工 3,663 3,297

13 溶接工 3,663 3,297 39 板金工 3,625 3,263

14 運転手（特殊） 3,225 2,903 40 タイル工 － 2,672

15 運転手（一般） 2,813 2,532 41 サッシ工 3,313 2,982

16 潜かん工 3,888 3,499 42 屋根ふき工 － 2,772

17 潜かん世話役 4,613 4,152 43 内装工 3,538 3,184

18 さく岩工 3,913 3,522 44 ガラス工 3,300 2,970

19 トンネル特殊工 3,875 3,488 45 建具工 － 2,798

20 トンネル作業員 3,163 2,847 46 ダクト工 2,975 2,678

21 トンネル世話役 4,263 3,837 47 保温工 2,888 2,599

22 橋りょう特殊工 3,900 3,510 48 建築ブロック工 － 2,764

23 橋りょう塗装工 3,900 3,510 49 設備機械工 2,913 2,622

24 橋りょう世話役 4,413 3,972 50 交通誘導警備員Ａ 1,925 1,733

25 土木一般世話役 3,150 2,835 51 交通誘導警備員Ｂ 1,713 1,542

26 高級船員 3,813 3,432 見習い等 － 1,350

№ 職　　種 № 職　　種
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２ 令和５年度建設工事に係る労働報酬下限額 

（１）勘案事項 

条例第６条第２項第１号の規定により、建設工事の下限額の設定にあたり、本市では設計労

務単価を勘案することとしております。 

 

 

 

 

 

    

○埼玉県における設計労務単価の推移 

 

 

 

※「屋根ふき工」「タイル工」「建具工」「建築ブロック工」については、賃金調査時に十分な有効標

本数が確保できなかった等の理由により、設計労務単価が設定されておりません。 

 

  

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

１時間
あたり

引き
上げ率

引き
上げ額

０１ 特殊作業員 3,150 4.13% 125 3,025 3.86% 112 ２７ 普通船員 3,313 9.50% 288 3,025 0.41% 12

０２ 普通作業員 2,863 7.01% 188 2,675 2.88% 75 ２８ 潜水士 5,488 6.81% 350 5,138 2.49% 125

０３ 軽作業員 2,038 8.67% 163 1,875 0.00% 0 ２９ 潜水連絡員 4,113 8.58% 325 3,788 3.77% 138

０４ 造園工 2,850 8.57% 225 2,625 1.45% 37 ３０ 潜水送気員 4,025 8.42% 312 3,713 3.48% 125

０５ 法面工 3,600 7.87% 262 3,338 3.49% 113 ３１ 山林砂防工 3,625 7.81% 262 3,363 0.00% 0

０６ とび工 3,650 6.96% 237 3,413 0.00% 0 ３２ 軌道工 6,700 7.63% 475 6,225 3.75% 225

０７ 石工 3,650 8.55% 287 3,363 0.00% 0 ３３ 型わく工 3,425 3.40% 112 3,313 1.15% 38

０８ ブロック工 3,450 9.09% 287 3,163 0.00% 0 ３４ 大工 3,450 7.81% 250 3,200 0.00% 0

０９ 電工 3,275 7.82% 237 3,038 3.85% 113 ３５ 左官 3,575 4.76% 162 3,413 1.87% 63

１０ 鉄筋工 3,563 3.26% 113 3,450 2.22% 75 ３６ 配管工 3,075 6.49% 187 2,888 2.67% 75

１１ 鉄骨工 3,225 2.79% 87 3,138 0.00% 0 ３７ はつり工 3,413 6.64% 213 3,200 1.99% 62

１２ 塗装工 3,700 3.14% 112 3,588 3.99% 138 ３８ 防水工 3,950 7.85% 287 3,663 1.38% 50

１３ 溶接工 3,800 3.75% 137 3,663 0.00% 0 ３９ 板金工 3,825 5.52% 200 3,625 1.75% 62

１４ 運転手（特殊） 3,525 9.30% 300 3,225 3.20% 100 ４０ タイル工 ― ― ― ―

１５ 運転手（一般） 2,988 6.22% 175 2,813 3.69% 100 ４１ サッシ工 3,588 8.30% 275 3,313 3.92% 125

１６ 潜かん工 4,013 3.22% 125 3,888 2.30% 88 ４２ 屋根ふき工 ― ― ― ―

１７ 潜かん世話役 4,988 8.13% 375 4,613 3.07% 138 ４３ 内装工 3,763 6.36% 225 3,538 0.00% 0

１８ さく岩工 4,250 8.63% 337 3,913 1.29% 50 ４４ ガラス工 3,588 8.71% 288 3,300 2.72% 87

１９ トンネル特殊工 4,000 3.23% 125 3,875 2.31% 87 ４５ 建具工 ― ― ― ―

２０ トンネル作業員 3,363 6.32% 200 3,163 2.02% 63 ４６ ダクト工 3,238 8.82% 263 2,975 3.93% 112

２１ トンネル世話役 4,600 7.92% 337 4,263 0.59% 25 ４７ 保温工 3,138 8.66% 250 2,888 1.76% 50

２２ 橋りょう特殊工 4,050 3.85% 150 3,900 0.00% 0 ４８ 建築ブロック工 ― ― ― ―

２３ 橋りょう塗装工 3,913 0.32% 13 3,900 0.00% 0 ４９ 設備機械工 3,175 9.01% 262 2,913 1.30% 38

２４ 橋りょう世話役 4,550 3.12% 137 4,413 0.57% 25 ５０ 交通誘導員A 2,100 9.09% 175 1,925 5.48% 100

２５ 土木一般世話役 3,438 9.13% 288 3,150 3.70% 112 ５１ 交通誘導員B 1,863 8.76% 150 1,713 2.24% 38

２６ 高級船員 4,175 9.51% 362 3,813 0.00% 0 単純平均 6.80% 単純平均 1.93%

5.2% 2.5%

埼玉県平均

全国平均

職種職種

Ｒ４（Ｒ４．２月改定） Ｒ４（Ｒ４．２月改定）Ｒ５（Ｒ５．２月改定） Ｒ５（Ｒ５．２月改定）

農林水産省及び国土交通省が、公共工事の積算に用いるため、公共工事に従事する労働者

の賃金を調査（公共事業労務費調査）し、毎年決定するものです。国の各省庁のほか、全国

の地方公共団体において、公共工事の積算に使用されています 

設計労務単価 
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（２）他自治体の状況 

①積算方法 

   各自治体が、それぞれに適用される設計労務単価に、概ね一定の率を乗じた額を労働報酬下

限額としています。 

〇令和４年度                       計２５自治体中 

  【９２％】川崎市                      （１自治体） 

【９０％】多摩市、相模原市、国分寺市、渋谷区、厚木市、足立区、三木市、千代田区、草加

市、加西市、加東市、目黒区、新宿区、杉並区、江戸川区、越谷市 （１６自治体） 

【８５％】野田市、世田谷区、日野市             （３自治体） 

【８０％】直方市、高知市、我孫子市、豊橋市         （４自治体） 

【７７％】豊川市                      （１自治体） 

 

②下限額 

○令和４年度 

 

※設計労務単価は令和４年度の値を掲載していますが、多摩市、足立区、草加市、高知市、我

孫子市は、令和３年度の労務単価に基づき令和４年度の下限額を設定しております。 

 

〇対応案：平成２９年度から公共工事設計労務単価の９０パーセントを基準としており、多く

の自治体が採用していることからも、令和５年度公共工事設計労務単価の９０パーセントを

基準とする。 

 

 

下限額 設計労務単価比 下限額 設計労務単価比 下限額 設計労務単価比

越谷市 2,723 90.02% 2,408 90.02% 1,688 90.03% 3,025 2,675 1,875

千葉県野田市 2,667 85.00% 2,242 85.00% 1,584 85.05% 3,138 2,638 1,863

神奈川県川崎市 2,979 92.02% 2,565 92.02% 1,748 92.00% 3,238 2,788 1,900
東京都多摩市 2,780 86.54% 2,430 87.17% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
神奈川県相模原市 2,915 90.04% 2,510 90.04% 1,710 90.00% 3,238 2,788 1,900
東京都国分寺市 2,892 90.02% 2,430 87.17% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
東京都渋谷区 2,892 90.02% 2,509 90.01% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
神奈川県厚木市 2,915 90.04% 2,510 90.04% 1,710 90.00% 3,238 2,788 1,900
福岡県直方市 2,310 80.00% 2,000 80.00% 1,370 80.00% 2,888 2,500 1,713
東京都足立区 2,780 86.54% 2,430 87.17% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
兵庫県三木市 2,290 90.25% 2,230 90.10% 1,490 90.30% 2,538 2,475 1,650
東京都千代田区 2,892 90.02% 2,509 90.01% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
埼玉県草加市 2,622 86.68% 2,340 87.48% 1,688 90.03% 3,025 2,675 1,875
東京都世田谷区 2,731 85.01% 2,370 85.02% 1,658 85.03% 3,213 2,788 1,950
高知県高知市 2,010 76.21% 1,720 78.18% 1,440 80.00% 2,638 2,200 1,800
千葉県我孫子市 2,420 77.13% 2,050 77.73% 1,490 80.00% 3,138 2,638 1,863
兵庫県加西市 2,280 89.85% 2,220 89.70% 1,480 89.70% 2,538 2,475 1,650
兵庫県加東市 2,280 89.85% 2,220 89.70% 1,480 89.70% 2,538 2,475 1,650
愛知県豊橋市 2,420 80.00% 2,060 80.00% 1,580 80.00% 3,025 2,575 1,975

東京都目黒区 2,892 90.02% 2,510 90.04% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
東京都日野市 2,731 85.01% 2,370 85.02% 1,658 85.03% 3,213 2,788 1,950
愛知県豊川市 2,330 77.02% 1,983 77.01% 1,521 77.01% 3,025 2,575 1,975
東京都新宿区 2,891 89.99% 2,508 89.97% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
東京都杉並区 2,891 89.99% 2,508 89.97% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950
東京都江戸川区 2,891 89.99% 2,508 89.97% 1,755 90.00% 3,213 2,788 1,950

軽作業員
自治体名

賃金下限額 設計労務単価（R4.2)

特殊作業員 普通作業員 軽作業員
特殊作業員 普通作業員
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（３）設計労務単価が設定されていない職種等の労働報酬下限額の取扱い 

①職種：屋根ふき工 

「屋根ふき工」については、賃金調査時に十分な有効標本数が確保できなかった等の理由

により、平成２６年度に全国単純平均値が参考値として示されて以降、設計労務単価が設定

されていないほか、埼玉県においても、同様に単価が設定されていない状況があります。 

 

 

○対応案：令和４年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 

 【案１】最後に設定された正式な設計労務単価（平成２２年度・埼玉県適用の値）に、平

成２３年度から現在までの設計労務単価の伸び率（埼玉県平均）を乗じた値を設計労

務単価とみなし、下限額を積算する。（野田市、三木市） 

 

※設計労務単価の９０％とした場合 

    １６，２００円（平成２２年度設計労務単価）×０．９９６４（平成２３年度伸び率） 

×１．０２１３（平成２４年度伸び率）×１．１７７９（平成２５年度伸び率） 

×１．０７５９（平成２６年度伸び率）×１．０２５６（平成２７年度伸び率） 

×１．０２３９（平成２８年度伸び率）×１．０１６９（平成２９年度伸び率） 

×１．０２４２（平成３０年度伸び率）×１．０３１１（令和 元年度伸び率） 

×１．０１１７（令和 ２年度伸び率）×１．０１４１（令和 ３年度伸び率） 

×１．０１９３（令和 ４年度伸び率）×１．０６８０（令和 ５年度伸び率）

÷８時間×９０％≒２，９６０円 

 

 

 

【案２】平成２６年度の参考値（全国平均値）を設計労務単価とみなし下限額を積算する。 

（草加市、多摩市等） 

   ※設計労務単価の９０％とした場合 

１４，６３７円（参考値）÷８時間×９０％≒１，６４７円 

 

 

【案３】平成２６年度の参考値（全国平均値）に、平成２７年度から令和５年度の設計労

務単価の伸び率（全国平均）を乗じた値を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

 

※設計労務単価の９０％とした場合 

１４，６３７円（参考値）×１．０４２（平成２７年度伸び率） 

×１．０４９（平成２８年度伸び率）×１．０３４（平成２９年度伸び率） 

×１．０２８（平成３０年度伸び率）×１．０３３（令和 元年度伸び率） 

×１．０２５（令和 ２年度伸び率）×１．０１２（令和 ３年度伸び率） 

×１．０２５（令和 ４年度伸び率）×１．０６８（令和 ５年度伸び率） 

÷８時間×９０％≒２，２４４円 

  

「屋根ふき工」とは・・屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、

土居ぶき等の屋根ふき作業又はふきかえ作業について主体的業務を行

うもの（板金工事に該当するものを除く） 

令和４年度下限額の積算として採用した対応 
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②職種：タイル工・建具工・建築ブロック工 

「タイル工」「建具工」「建築ブロック工」については、賃金調査時に十分な有効標本数が

確保できなかった等の理由により、令和５年度の設計労務単価が設定されておらず、埼玉県

による令和４年度の単価は設定されておりますが、新年度の単価については、例年４月の公

表となっている状況があります。 

 

○対応案：令和４年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 

【案１】令和４年度の埼玉県による単価に、令和５年度の設計労務単価の伸び率（埼玉県

平均）を乗じた額を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

※設計労務単価の９０％とした場合（例：建具工） 

２４，４００円（ 令和４年度県単価）×１．０６８０（ 令和５年度伸び率）÷８時間×

９０％≒２，９３２円 

 

 

【案２】令和４年度の埼玉県による単価を設計労務単価とみなし、下限額を積算する。 

※設計労務単価の９０％とした場合（例：建具工） 

２４，４００円（令和４年度県単価）÷８時間×９０％≒２，７４５円 

 

③見習い、手元等として従事する労働者等又は年金等の受給のために労働の対価を調

整している労働者等 

    職人の手伝いや補助的な業務に従事している労働者等に対して通常の下限額を適用するこ

とは、過大な賃金水準となるおそれがあること、また、年金受給のために労働時間数や時給

等を調整している労働者に下限額を適用することは、労働者にとって不利益となるおそれが

あること等を踏まえ、特例として下限額を定めるものです。 

○前回（第２回）会議結果 

見習い・手元等に係る労働報酬下限額について、報酬水準は妥当であるが、見習いの定義

があいまいである事や、手元の認識に相違があること、年金についての判断材料が現時点で

は少ないことなどから、結論は次回に持ち越し、下記の方向性で再度検討する。 

・見習い   ：定義に課題があるが、引き続き下限額設定する 

・手元    ：対象から削除する 

・年金受給者 ：対象外とした場合の影響が判断できないため、引き続き下限額設定する 

・下限額水準 ：これまでの水準が妥当である 

○（出された主な意見） 

 ・「見習い」の定義があいまいなので、これが労働報酬下限額の遵守の抜け道とならないよう

な対応が必要である。受注者が「見習い」をどの様にとらえているかを把握するために、

アンケートを工夫したほうがよいのではないか。 

   ・「手元」については、現場ではその日の作業において補助的な役割を行うものに対して使っ

ており、必ずしも経験の浅い労働者を指す言葉ではないので、対象外とした方がよい。 

   ・「年金受給者」については、アンケートでも存在が確認されており、対象外とした場合の影

響が把握しきれないため、直ちに対象外とするという判断はしにくい。今後も継続的に調

査を行う。なお、アンケートについては、労働者が収入の調整を賃金でしているのか、又

は時間で調整しているのかを把握できるように工夫する。 

  

令和４年度下限額の積算として採用した対応 
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○昨年度までの経過 

令和４年度まで、見習い・手元等の下限額は、軽作業員の労働報酬下限額を基準とし、

当該下限額の８０％に設定しています。 

令和４年度見習い・手元等の下限額 

１，６８８円（令和４年度軽作業員下限額）×８０％≒１，３５０円 

 

見習い・手元等の下限額推移 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 

1,224 円 1,260 円 1,314 円 1,342 円 1,350 円 1,350 円 

 

○他市の状況 

令和４年度における越谷市の見習い・手元等の下限額については、見習い・手元等及び年

金等の受給者の下限額に特例を設けている１８自治体のうち、軽作業員の設計労務単価に対

して１番高い比率で下限額を設定しています。 

＜令和４年度の下限額設定状況＞ 

 

○上記下限額の積算方法 

・業務委託下限額と同額・・相模原市、渋谷区、厚木市、三木市、加西市、加東市、豊川市 

・市場の賃金実態等を総合的に勘案 ・・多摩市 

・日給１万円になるように設定 ・・杉並区 

・軽作業員の設計労務単価の７０％の額 ・・世田谷区、目黒区、新宿区、江戸川区 

・軽作業員の労働報酬下限額の６７％の額 ・・豊橋市 

・軽作業員の労働報酬下限額の７０％の額 ・・我孫子市 

・軽作業員の労働報酬下限額の７７％の額 ・・足立区  

・軽作業員の労働報酬下限額の８０％の額 ・・越谷市 

見習い・手元等

（Ａ）

年金等の受給者

（Ｂ）

軽作業員

設計労務単価

（Ｃ）

見習い・手元等

（Ａ）/（Ｃ）

比率順
（全18自治体）

年金受給者

（Ｂ）/（Ｃ）

比率順
（全14自治体）

越谷市 1,350 1,350 1,875 72.0% 1 72.0% 1

千葉県野田市 ― ― 1,863 ― ― ― ―

神奈川県川崎市 ― ― 1,900 ― ― ― ―

東京都多摩市 1,103 1,103 1,950 56.6% 14 56.6% 10

神奈川県相模原市 1,088 1,088 1,900 57.3% 12 57.3% 8

東京都国分寺市 ― ― 1,950 ― ― ― ―

東京都渋谷区 1,127 1,127 1,950 57.8% 9 57.8% 7

神奈川県厚木市 1,075 1,075 1,900 56.6% 13 56.6% 9

福岡県直方市 ― ― 1,713 ― ― ― ―

東京都足立区 1,365 ― 1,950 70.0% 2 ― ―

兵庫県三木市 950 ― 1,650 57.6% 10 ― ―

東京都千代田区 ― ― 1,950 ― ― ― ―

埼玉県草加市 ― ― 1,875 ― ― ― ―

東京都世田谷区 1,365 1,365 1,950 70.0% 2 70 .0% 2

高知県高知市 934 934 1,800 51.9% 17 51.9% 13

千葉県我孫子市 1,043 1,043 1,863 56.0% 15 56.0% 11

兵庫県加西市 950 ― 1,650 57.6% 10 ― ―

兵庫県加東市 960 ― 1,650 58.2% 8 ― ―

愛知県豊橋市 1,059 1,059 1,975 53.6% 16 53.6% 12

東京都目黒区 1,365 1,365 1,950 70.0% 2 70 .0% 2

東京都日野市 ― ― 1,950 ― ― ― ―

愛知県豊川市 996 996 1,975 50.4% 18 50.4% 14

東京都新宿区 1,365 1,365 1,950 70.0% 2 70 .0% 2

東京都杉並区 1,275 1,275 1,950 65.4% 7 65.4% 6

東京都江戸川区 1,365 1,365 1,950 70.0% 2 70 .0% 2

令和４年度軽作業員設計労務単価に対する各下限額比率

自治体名

令和４年度
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＜他市の下限額積算方法をあてはめた場合の越谷市の下限額＞ 

  

※軽作業員設計労務単価 （埼玉県：令和４年度） ：１，８７５円 

軽作業員労働報酬下限額（越谷市：令和４年度） ：１，６８８円 

 

＜過去の下限額設定状況＞ 

 

  

他市の下限額積算方法
越谷市で
計算すると

・業務委託下限額と同額
　（１，０３５円）

1,035
相模原市、渋谷区、厚木市
三木市、加西市、加東市
豊川市

・日給１万円程度になるように設定 1,250 杉並区

・軽作業員の設計労務単価の７０％の額
　（１，８７５円）

1,313
世田谷区、目黒区、新宿区、
江戸川区

・軽作業員の労働報酬下限額の６７％の額
　（１，６８８円）

1,131 豊橋市

・軽作業員の労働報酬下限額の７０％の額
　（１，６８８円）

1,182 我孫子市

・軽作業員の労働報酬下限額の７７％の額
　（１，６８８円）

1,300 足立区

・軽作業員の労働報酬下限額の８０％の額
　（１，６８８円）

1,350 越谷市

見習い

・手元等

年金等

の受給者

見習い

・手元等

年金等

の受給者

見習い

・手元等

年金等

の受給者

見習い

・手元等

年金等

の受給者

見習い

・手元等

年金等

の受給者

越谷市 1,350 1,350 1,314 1 ,314 1,314 1,314 1 ,260 1,260 1,224 1,224

千葉県野田市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

神奈川県川崎市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京都多摩市 1,075 1,075 1,045 1,045 1,045 1,045 1,000 1,000 1,000 1,000

神奈川県相模原市 1,059 1,059 1,029 1,029 1,029 1,029 1,000 1,000 962 962

東京都国分寺市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京都渋谷区 1,122 1,122 1,019 1,019 1,019 1,019 993 993 958 958

神奈川県厚木市 1,045 1,045 1,016 1,016 1,016 1,016 988 988 954 954

福岡県直方市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京都足立区 1,335 ― 1,257 ― 1,257 ― 1,191 ― 1,119 ―

兵庫県三木市 940 ― 910 ― 910 ― 890 ― 870 ―

東京都千代田区 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

埼玉県草加市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京都世田谷区 1,365 1,365 1,322 1,322 1,322 1,322 1,268 1,268 1,020 1,020

高知県高知市 902 902 868 868 868 868 ― ― ― ―

千葉県我孫子市 1,036 1,036 973 973 973 973 945 945 952 952

兵庫県加西市 920 ― 890 ― 890 ― 875 ― 870 ―

兵庫県加東市 920 ― 890 ― 890 ― 880 ― 860 ―

愛知県豊橋市 1,059 1,059 974 974 974 974 913 913 883 883

東京都目黒区 1,365 1,365 1,322 1,322 1,322 1,322 1,270 1,270

東京都日野市 ― ― ― ― ― ― ― ―

愛知県豊川市 937 937 910 910 910 910

東京都新宿区 1,365 1,365

東京都杉並区 1,250 1,250

東京都江戸川区 1,365 1,365

平成２９年度

自治体名

令和３年度 平成３１年度 平成３０年度令和２年度
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○年金等の受給のために労働の対価を調整している労働者について 
・在職老齢年金の支給調整基準について（令和４年度から変更有） 

 

令和４年３月以前の６５歳未満の方の在職老齢年金は、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生

年金の基本月額」の合計が『２８万円』を上回った場合は年金額の全部または一部が支給停

止されていました。この制度が緩和の方向で見直され、令和４年４月以降は６５歳以上の方

と同様に、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金の基本月額」の合計が『４７万円』を上回

った場合は年金額の全部または一部が支給停止されることとなりました。 
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○アンケート調査結果 

（１） 労働者向けアンケート 

調査期間：令和４年１２月５日～２月２４日 

回答：対象４案件合計 ８５者 

 【千疋幹線（２１者）、新庁舎建築（９者）、北越谷学童保育室（１５者）、大相模分団（４０者）】 

 

問 1  あなたが今働いている現場は、市の公契約条例の対象工事であり、市が独自に決めた

労働報酬下限額以上の賃金が支払われることが約束されていますが、このことを知って

いますか。 

1 知っている。 46  

2 知らない。 39  

問 2  （問 1 で「知っている。」と答えた方のみ御回答ください） 

    公契約条例についてどうやって知りましたか。その他の場合は、その内容をご記入く

ださい。 

1 現場（職場）の掲示物（ポスター等）で知った。 20 

2 現場で配布されたチラシで知った。 7 

3 現場の朝礼や新規入場者教育で知った。 15 

4 勤務先からの説明等で知った。 15 

5 その他 （内容をご記入ください） 0 

内容  

※未回答 ４ 

問 3  あなたが今働いている工事での賃金は、他の工事と比べて高いですか、低いですか。  

1 高い。 4 

2 低い。 7 

3 変わらない。 33 

4 わからない。 40 

※未回答 1 

問 4  労働報酬下限額は、普通作業員や電工、配管工などの職種ごとで異なりますが、あな

たは労働報酬下限額以上の賃金をもらっていますか。 

1 もらっている。 17 

2 もらっていない。 8 

3 わからない。 42 

※未回答 1 

問 5  （問４で「もらっていない。」と答えた方のみ御回答ください） 

    労働報酬下限額以上の賃金をもらっていない理由をご記入ください。 

（例：本来の職種と違う、労働報酬下限額が低い職種(具体的な職種）で登録されているため等） 

理由記入欄 

本来の職種と違うため。 

下限額が低いため。 

組積工がいくらなのかわからない。 

（※事務局注：ブロック工と思われます） 

会社の気分。 
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問 6  あなたは、元請負事業者の従事者ですか。下請負事業者の従事者ですか。 

1 元請負事業者。 9 

2 下請負事業者。 66 

3 わからない。 9 

※未回答 1 

問 7  （問６で「下請負事業者。」と答えた方のみ御回答ください） 

何次下請にあたるか御回答ください。 

1 １次下請。 33 

2 ２次下請。 27 

3 ３次下請以降。 5 

4 わからない。 6 

 

問 8  公契約条例の対象となった工事の労働者は、労働報酬下限額を下回った賃金が支払わ

れている場合に市または受注者（元請業者）にその旨の申し出をすることができます。

このことを知っていますか。 

1 知っている。 22 

2 知らない。 60 

※未回答 3 

問 9  あなたは年金を受給していますか。 

1 受給している。 13 

2 受給していない。 69 

※未回答 3 

問 10  （問 9で「受給している。」と答えた方のみお答えください） 

    年金を満額受給するため、労働時間を短くする等、収入の調整をしていますか？ 

1 調整している。 1 

2 調整していない。 12 

問 11  （問 10 で「調整している。」と答えた方のみお答えください） 

    年金を満額受給するため、どのような方法で収入を調整していますか？ 

自由記入欄  

問 12  あなたは現在試用期間中ですか。 

1 試用期間中である。 0 

2 試用期間中ではない。 80 

           ※未回答 5 

問 13  （問 12 で「試用期間中である」と答えた方のみお答えください） 

    試用期間中であることを理由に、一般的な給与水準と比較して低い給与水準で受給してい

ますか。 

1 受給している。 0 

2 受給していない。 0 

3 わからない。 0 

 

問 14  その他、公契約条例について、ご意見がございましたらご記入ください。 

理由記入欄 建設業全体の賃金ＵＰをお願いいたします。（２件） 
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（２） 受注者向けアンケート 

見習い・手元等の実態を把握するため、市内事業者及び受注実績のある市外事業者の方を対

象にアンケート調査を実施しました。 

調査対象：市内事業者及び受注実績のある市外事業者 156 者 (市内 119 者､市外 37 者) 

（※アンケートでは、おおむね直近１年間の状況を対象としています） 

調査期間：令和４年１２月５日～１２月２０日  

回答数：４３者 
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（３） アンケート調査結果まとめ 

① 『労働者向けアンケート』では、「試用期間中である」と回答した方はいなか

ったが、『受注者向けアンケート』では「見習い・手元の労働者が現場にいた」

とする回答が７者（16.3％）となっており、割合は多くはないが、見習い・手

元の労働者が少なからずいることがわかる。 
 ② 『労働者向けアンケート』では１名が「年金受給のため収入調整している」と

回答した一方、『受注者向けアンケート』では全者が「いなかった」と回答し

ており、雇用の実態はあるが事業者が把握していないことも想定される。 
③ 『受注者向けアンケート』では、見習い・手元、年金受給者ともに、対象とな

る労働者の割合は少ないが、特例的に下限額を定めることについては、多くの

事業者が「継続すべきである」との回答になっている。 
④ 『受注者向けアンケート』では、基準の見直しについては、現在の基準の「軽

作業員の下限額の８０％」が妥当であるという意見のほか、見直し後の基準と

して、普通作業員を基準にするべきとの意見をいただいた。 
⑤ 『受注者向けアンケート』では、「継続すべき」という理由では、就労機会の

確保の為、仕事の熟練度によって賃金差があるべき、といった意見が主だった。 
「継続の必要なし」という理由では、見習い、年金ともに雇用の実態がない

為や、実際はそれ以上に賃金を払っているため、という意見が多かった。 
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○対応案（下限額の計算方法について）：令和４年度同様に「案１」の積算を採用する。 

 考え方： 前回会議の協議結果及び事業者へのアンケート結果からも、下限額の特例を定め

ることは必要であると考えており、設定する基準等については、他自治体と比較す

ると本市の基準が１番高額になっていることから、現行の水準を維持するために、

基準を継続する考えです。 

 

 

  【案１】設計労務単価にある職種を基準とし、令和５年度の労働報酬下限額に一定の割合を掛

けて下限額を積算する。 

 

※軽作業員を基準とし労働報酬下限額の８０％とした場合  

１，８３４円（軽作業員下限額）×８０％≒１，４６７円 

 

  

 

 

【案２】設計労務単価にある職種を基準とし、一定の割合を掛けて下限額を積算する。 

 

※軽作業員の設計労務単価の７０％とした場合  

２，０３８円（軽作業員労務単価）×７０％≒１，４２７円 

 

 

【案３】業務委託等において定めた令和５年度の労働報酬下限額（１，０３５円）を適用する。 

 

 

 

 

 ○対応案（下限額の適用対象について）：「案１」の対象を採用する。 

    

【案１】手元については特例的な報酬下限額の対象外とし、見習いと年金受給者のみを対象

とする。 

 

 

【案２】従来通り、見習い・手元及び年金受給者を特例的な報酬下限額の対象とする。 

令和４年度下限額の積算として採用した対応 






